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明
治
十
五
年
、
明
治
新
政
府
は
東
北
開
発
の
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

あ
る
野
蒜
貿
易
港
築
港
事
業
と
し
て
北
上
運
河
、
繋
船
場
、
内
港
入
り

口
の
突
堤
の
築
造
や
市
街
地
造
成
が
終
了
し
た
。
市
街
地
貸
付
の
入
札

も
行
っ
た
が
、
借
地
出
願
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
国
は
県
に
貸
付
地

処
分
を
委
譲
し
た
。
し
か
し
依
然
と
し
て
希
望
者
が
少
な
か
っ
た
の

で
、
明
治
十
六
年
十
二
月
に
県
は
、
国
に
貸
下
条
件
改
正
の
伺
い
を
立

て
て
、
借
地
料
を
三
ヶ
年
間
無
料
に
す
る
な
ど
の
承
認
を
受
け
た
が
、

市
街
地
建
物
建
築
は
進
ま
ず
、
船
舶
の
出
入
り
も
少
な
い
の
で
、
そ
れ

以
降
国
は
市
街
地
の
将
来
を
危
惧
し
て
か
、
県
に
対
し
て
市
街
地
貸
下

入
札
の
承
認
は
し
な
か
っ
た
。 

明
治
十
七
年
三
月
に
、
一
月
以
来
市
街
地
貸
付
な
ど
の
処
分
指
令
が

中
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
県
令
か
ら
土
木
局
長
あ
て
照
会
を
行

っ
た
が
、
そ
の
回
答
は
な
か
っ
た
。 

お
り
し
も
明
治
十
七
年
九
月
十
五
日
午
前
十
時
頃
よ
り
襲
来
し
た

暴
風
雨
に
よ
り
築
造
し
た
内
港
入
り
口
突
堤
が
崩
壊
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
内
港
へ
の
航
行
は
遮
断
さ
れ
た
。 

明
治
十
八
年
六
月
に
内
務
卿
（
山
縣
有
朋
）
が
太
政
大
臣
に
野
蒜
築

港
事
業
に
つ
い
て
上
申
し
た
。
（
「
野
蒜
築
港
事
業
ノ
義
ニ
付
上
申
」
）

そ
の
内
容
は
、
「
巨
額
を
費
や
し
た
工
事
概
ね
落
成
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
築
港
事
業
は
進
め
、
計
画
を
変
更
し
完
成
し
た
運
河
、
野
蒜
市
街

地
を
利
用
し
た
女
川
湾
築
港
を
図
り
た
い
。
」
と
の
上
申
を
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
太
政
大
臣
は
、
こ
れ
以
上
の
失
敗
は
何
と
し
て
も

避
け
た
い
こ
と
か
ら
、
七
月
に
は
「
上
申
ノ
趣
詳
細
実
測
ヲ
遂
ケ
費
用

方
法
ヲ
具
シ
更
ニ
可
伺
出
事
」
と
十
分
検
討
し
た
う
え
で
行
わ
れ
た
い

と
慎
重
で
あ
っ
た
。 

明
治
十
八
年
九
月
に
内
務
卿
は
、
詳
細
実
測
し
、
再
び
上
申
し
た
が
、

太
政
大
臣
は
、
中
止
の
含
み
を
持
っ
て
「
上
申
ノ
聞
届
候
尤
事
業
着
手

ノ
義
ハ
目
今
財
計
上
ノ
都
合
有
之
ニ
付
追
テ
何
分
ノ
可
及
詮
議
事
」
と

指
令
し
、
事
実
上
中
止
の
断
を
下
し
た
。 

そ
の
後
、
野
蒜
港
の
工
事
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。 収

蔵

資

料

紹

介

―
野野野

蒜蒜蒜

築築築

港港港

ののの

中中中

止止止

― ――

――

  

 

(

明
治
十
七
年 

県
令
か
ら
土
木
局
長
あ

て
の
照
会
文
書
） （

Ｍ
十
三
―
〇
〇
八
六
） 



 
  

合合
同同
企企
画画
展展
をを
終終
ええ
てて  

宮宮
城城
公公
文文
書書
館館
・・
学学
校校
法法
人人
宮宮
城城
学学
院院

  

平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
（
土
）
～
十
二
月

二
十
一
日
（
日
）
ま
で
，
当
館
と
学
校
法
人
宮

城
学
院
と
で
合
同
企
画
展
「
明
治
の
キ
リ
ス
ト

教
学
校
」
を
開
催
し
，
来
場
者
は
一
，
０
０
０

名
を
越
え
ま
し
た
。
今
回
の
企
画
展
の
特
色

は
、
公
文
書
館
の
利
用
促
進
の
一
つ
と
し
て
、

大
学
と
の
連
携
は
図
り
な
が
ら
展
示
を
行
っ

た
こ
と
で
す
。 

展
示
内
容
は
、
明
治
時
代
の
半
ば
に
相
次
い

で
設
立
さ
れ
た
仙
台
神
学
校
（
現
・
東
北
学

院
）
、
宮
城
女
学
校
（
現
・
宮
城
学
院
）
、
尚
絅

女
学
校
（
現
・
尚
絅
学
院
）
、
東
華
学
校
（
廃

校
）
及
び
仙
台
女
学
校
（
現
・
仙
台
白
百
合
学

園
）
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校
五
校
に
係
る
学
校
の

設
立
背
景
や
設
置
認
可
願
、
学
校
規
則
、
学
則

改
正
認
可
申
請
、
徴
兵
令
第
十
三
条
認
定
願
等

の
公
文
書
な
ど
に
関
す
る
も
の
で
，
当
時
の
社

会
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
本
県
の
中
等

教
育
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
果
た
し

た
役
割
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
た
、
今
回
の
企
画
展
に
当
た
っ
て
は
、
宮
城

学
院
女
子
大
学
の
学
生
の
方
々
が
展
示
作
業
を

積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
公
文
書
に

関
す
る
認
識
が
高
ま
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。 

な
お
、
広
島
県
立
文
書
館
だ
よ
り
（
№
二
十
三
，

二
〇
〇
四
．
一
）
に
宮
城
県
公
文
書
館
の
紹
介
が

あ
り
、
そ
の
中
で
「
こ
の
合
同
企
画
展
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
所
蔵
し
て
い
る
資
料
を
提
供
し

あ
っ
て
、
展
示
内
容
を
充
実
し
た
も
の
に
す
る
と

と
も
に
、
博
物
館
課
程
を
専
攻
し
て
い
る
学
生
に

企
画
及
び
展
示
に
つ
い
て
の
実
習
の
場
を
提
供

し
て
い
ま
す
。
当
日
も
、
数
人
の
学
生
が
展
示
ガ

イ
ド
を
し
て
い
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る

ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
で
、
文
書
館
に
お
け
る
展
示
や

普
及
活
動
の
あ
り
方
に
一
石
を
投
じ
た
も
の
と

け
止
め
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

受

 

今
後
も
公
文
書
館
で
は
、
歴
史
的
文
化
的
価
値

の
あ
る
公
文
書
の
意
義
を
広
く
県
民
に
啓
蒙
普

及
す
る
た
め
に
、
教
育
機
関
、
各
種
市
民
団
体
等

と
の
連
携
を
図
っ
て
参
り
ま
す
。   

 
 

 
 

明 治 ７年
(1874年 )

明 治 １０年
(1877年 )

明 治 １９年
(1886年 )

明 治 ２０年
(1887年 )

明 治 ２５年
(1892年 )

明 治 ２６年
(1893年 )

明 治 ３０年
(1897年 )

明 治 ３３年
(1900年 )

キリスト教学校

官立(公立)中等学校

女子教育

県 内 の 中 等 教 育 の 流 れ

官立宮城外国語学校(同年「宮城英語学校」に改称)設立

県立仙台中学校(明治１２年「県立宮城中学校」に改称)設立

宮城尋常中学校に改称

第二高等中学校設立(補充科設置)

宮城尋常中学校廃止

宮城県尋常中学校設立

宮城英学校設立
(翌年東華学校と改称)

尚絅女学校 (現尚絅学院)設立

仙台市立高等女学校設立

東華学校廃止

宮城県立高等女学校設立

仙台女学校 (現仙台白百合学園)設立

宮城女学校 (現宮城学院)設立

県に引き継ぎ

継ぎ

宮城県第二中学校設立

(現宮城県仙台第二高等学校)

宮城県尋常中学校→宮城県第一中学校
　　　　　　(現宮城県仙台第一高等学校)
　　　〃　　角田分校→宮城県第三中学校
　　　〃　　古川分校→宮城県第四中学校

にそれぞれ改称

宮城県尋常中学校角田分校・古川分校設立

仙台神学校(現東北学院)設立

県に引き継ぎ



  

 
↑総会の様子 
 

 
↑分科会の様子 
 ■

宮
城
県
の
一
口
知
識
■ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平
成
十
五
年
十
一
月
十
九
日(

水)

～
二

十
一
日(

金)
に
か
け
て
、
仙
台
国
際
セ
ン
タ

ー
に
お
い
て
、
第
二
十
九
回
全
国
歴
史
資
料

保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
の
全
国
大
会

及
び
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

全
国
か
ら
三
百
名
近
く
の
会
員
が
集
ま

り
、
全
体
会
で
は
、
「
歴
史
資
料
を
い
か
に

残
す
か
―
市
町
村
合
併
の
動
き
の
な
か
で

―
」（
上
越
市
史
編
さ
ん
・
山
本
幸
俊
）
、「
仙

台
市
に
お
け
る
自
治
体
史
編
さ
ん
と
資
料

保
存
」
（
仙
台
市
博
物
館
市
史
編
さ
ん
室
・

鵜
飼
幸
子
）
、「
福
井
県
文
書
館
の
設
置
の
経

緯
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
」
（
福
井
県
文

書
館
・
平
野
俊
幸
）
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

当
館
か
ら
は
相
澤
大
輔
主
事
が
「
宮
城
県
公

文
書
館
収
蔵
資
料
管
理
シ
ス
テ
ム
の
概
要

に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
職
員
が
自

ら
公
文
書
館
独
自
の
管
理
シ
ス
テ
ム
を
構

築
す
る
に
当
た
っ
て
、
資
料
と
そ
の
情
報
を

「
歴
史
的
資
料
」
と
し
て
後
世
に
伝
え
て
い

く
こ
と
が
公
文
書
館
の
重
要
な
役
割
の
一

つ
と
考
え
、
「
必
要
な
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
と
し
て
蓄
積
す
る
こ
と
」
、「
容
易
に
情
報

を
取
り
出
し
利
活
用
で
き
る
こ
と
」
の
二
点

を
掲
げ
て
シ
ス
テ
ム
開
発
に
取
り
組
ん
だ

こ
と
な
ど
を
報
告
し
ま
し
た
。 

ま
た
分
科
会
で
は
、
「
市
町
村
合
併
と
公

文
書
保
存
」
、「
公
文
書
を
残
す
た
め
に
―
」
、

「
専
門
職
員
養
成
の
現
状
と
課
題
」
と
い
う

三
つ
の
テ
ー
マ
で
七
人
の
方
々
か
ら
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。 

第第
二二
十十
九九
回回  

全全
国国
歴歴
史史
資資
料料
保保
存存
利利
用用
機機
関関
連連
絡絡
協協
議議
会会  

全全
国国
大大
会会
及及
びび
研研
修修
会会 

我我我
が
国
最
初
の
都
道
府
県
立
図
書
館  

「
宮

城

書

籍

舘

」 」」
舘舘

籍籍

書書

城城

「「
宮宮

がが
国国
最最
初初
のの
都都
道道
府府
県県
立立
図図
書書
館館 

 

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
七
月
二
十
五

日
、
都
道
府
県
が
設
置
し
た
公
共
図
書
館
と

し
て
は
、
全
国
で
初
め
て
と
な
る
「
宮
城
書

籍
舘
」
が
開
館
し
ま
し
た
。 

開
館
当
初
は
、
書
籍
舘
と
し
て
独
立
し
た

建
物
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
県

立
宮
城
師
範
学
校
の
書
庫
を
書
籍
舘
の
書
庫

と
事
務
室
に
あ
て
、
講
堂
を
閲
覧
室
と
し
た

も
の
で
し
た
が
、
未
だ
に
維
新
後
の
混
乱
が

収
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
明
治
の

初
期
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
施
設
が
置
か

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
宮
城
県
が
い

か
に
文
教
政
策
に
力
を
注
い
で
い
た
か
と
い

う
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

な
お
、
当
初
の
蔵
書
数
は
、
日
本
で
最
初

の
公
共
図
書
館
と
し
て
知
ら
れ
る
「
青
柳
文

庫
」
や
仙
台
藩
の
藩
校
で
あ
っ
た
「
養
賢
堂
」

が
所
蔵
し
て
い
た
和
漢
古
書
を
中
心
に
約
一

万
八
千
冊
ほ
ど
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

「
宮
城
書
籍
舘
」
と
い
う
名
称
は
、
明
治

四
十
年
に
図
書
館
令
が
制
定
さ
れ
て
消
え
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の
歴
史
が
今
も
宮
城

県
図
書
館
と
し
て
続
い
て
い
る
こ
と
は
云
う

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

ま

 

「
書
籍
舘
蔵
書
印
」 Ｍ

十
四
―
〇
〇
五
七 

「
書

籍

舘

綴
」 



公
文
書
管
理
保
存
研
修
会   
公公
文文
書書
管管
理理
保保
存存
研研
修修
会会

平
成
十
五
年
十
二
月
五
日(

金)

に
市
町
村

の
文
書
管
理
担
当
職
員
を
対
象
に
研
修
会
を

開
催
し
、
当
日
は
、
二
十
七
市
町
村
か
ら
三

十
二
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。 

研
修
会
と
し
て
、
始
め
に
長
野
県
松
本
市

公
文
書
館
長
（
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機

関
連
絡
協
議
会 

資
料
保
存
委
員
会
委
員

長
）
で
あ
る
小
松
芳
郎
氏
か
ら
「
市
町
村
合

併
時
に
お
け
る
公
文
書
の
保
存
と
整
理
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

内
容
は
、
特
に
昭
和
二
十
八
年
十
月
に
発

行
し
た
町
村
合
併
促
進
法
施
行
の
時
に
合

併
さ
れ
た
町
村
の
公
文
書
の
多
く
は
、
新
し

い
市
町
村
に
引
き
継
が
れ
ず
に
取
り
残
さ

れ
、
そ
の
ま
ま
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が

多
く
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
現
状
と
今

後
の
取
り
組
み
や
対
応
策
に
つ
い
て
で
し

た
。 ま

た
、
情
報
提
供
と
し
て
松
島
町
か
ら

は
、
「
歴
史
的
文
化
的
保
存
文
書
（
〇
一
―

〇
〇
―
〇
〇
―
〇
七
）
の
分
類
変
更
」
、「
現

年
度
（
平
成
十
五
年
度
）
文
書
の
整
理
・
保

管
に
つ
い
て
」
及
び
「
情
報
公
開
の
推
進
に

関
す
る
基
本
方
針
」
に
つ
い
て
、
加
美
町
か

ら
は
、
合
併
で
の
文
書
管
理
上
の
留
意
事
項

と
し
て
「
旧
町
に
お
け
る
文
書
管
理
」
と
「
新

町
へ
の
引
継
」
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。 な

お
、
研
修
全
体
の
感
想
と
し
て
（
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
）、「
平
成
十
七
年
の
合
併
を
控

え
、
大
変
有
意
義
な
研
修
会
で
し
た
」
、「
今

ま
で
、
あ
ま
り
文
書
の
取
扱
を
重
要
視
し
て

い
な
か
っ
た
が
、
合
併
に
向
け
公
文
書
館
の

必
要
性
を
感
じ
た
」
と
、
こ
れ
ら
以
外
に
も

多
数
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。 
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